
大田市市税等のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する規則

の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和６年３月２９日 

 

大田市長 

 

大田市規則第２３号 

大田市市税等のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する

規則の一部を改正する規則 

大田市市税等のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する規則

（平成２５年大田市規則第２５号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「市県民税（普通徴収）」を「市県民税・森林環境税（普

通徴収）」に改める。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 


